
財務省第１入札等監視委員会 

令和６年度第４回定例会議議事概要 

開催日及び場所 令和７年６月19日（木）札幌第２合同庁舎 ９階 講堂 

委員 

委員長  荒木 健介（藤田・荒木・村本法律事務所・弁護士） 

委員   石若 保志（石若保志公認会計士事務所・公認会計士） 

委員   佐藤 修二（北海道大学大学院法学研究科・教授） 

審議対象期間 令和７年１月１日（水） ～ 令和７年３月31日（月） 

契約の現状の説明 審議対象期間の契約概要 

抽出案件 ４件 （備 考） 

競争入札（公共工事） ２件  

契 約 件 名： 函館第２地方合同庁舎会議室等エアコン設置実

施設計委託業務 

契約相手方： 株式会社アトリエアク 

契 約 金 額： 1,540,000円 

契約締結日： 令和７年１月９日 

担 当 部 局： 北海道財務局 

 

契 約 件 名： 春光町２区１条住宅（507 棟）給湯器新設その他

設計業務 

契約相手方： 株式会社アトリエアク 

契 約 金 額： 1,474,000円 

契約締結日： 令和７年１月28日 

担 当 部 局： 北海道財務局 

随意契約（公共工事） － 無し 

競争入札（物品役務等） １件 

 

契 約 件 名： 令和６年分確定申告会場で使用するパソコン等

の設定業務 

契約相手方： 大丸株式会社 

契 約 金 額： 6,710,000円 

契約締結日： 令和６年11月 20日 

担 当 部 局： 札幌国税局 

随意契約（物品役務等） １件 

 

契 約 件 名： 不正薬物・爆発物探知装置の定期保守点検請負一

式 

契約相手方： 株式会社日立ハイテクソリューションズ 北海

道営業所 

契 約 金 額： 6,864,000円 

契約締結日： 令和７年１月27日 

担 当 部 局： 函館税関 

応札（応募）業者数１者関連 ４件 

 

契 約 件 名： 函館第２地方合同庁舎会議室等エアコン設置実

施設計委託業務 

契 約 件 名： 春光町２区１条住宅（507 棟）給湯器新設その他

設計業務 

契 約 件 名： 

 

契 約 件 名： 

令和６年分確定申告会場で使用するパソコン等

の設定業務 

不正薬物・爆発物探知装置の定期保守点検請負一

式 

委員からの意見・質問、 

それに対する回答 
 別紙のとおり 

委員会による意見の 

具申 
 無し 



 

意見・質問 回答 

【事案１】 

 

なぜ一者応札となったのか。 

 

 

 

 

 

 

同時期の他の設計業務でも同じ業者が落札

しているが、他の業者への声掛けは行ったの

か。 

 

 

 

 

 応札者を増やすために入札手続きを早める

ことはできなかったのか。 

 

 

 

 

落札率が高いのではないか。 

 

 

 

 

 

 予定価格積算にあたって参考見積は取得し

ているのか。 

 

 

 

情報公開室にもエアコンが必要なのか。 

 

 

 

 

 

 

契 約 件 名： 函館第２地方合同庁舎会議室

等エアコン設置実施設計委託

業務 

契約相手方： 株式会社アトリエアク 

（法人番号 4430001000860） 

契 約 金 額： 1,540,000円 

契約締結日： 令和７年１月９日 

担 当 部 局： 北海道財務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例年 1月から 3月は新年度工事に係る設計業務の

発注が多く見られるほか、今期は、函館市内の学校

約 60 校へのエアコン設置工事の設計業務の発注が

重なったこともあり、対応できる業者が少なかった

ものと考えている。 

 

 

 函館市内の特殊事情を踏まえ、函館以外の業者に

も広く声掛けを行ったが、距離的な制約もあり、他

の地域からも多くの参加は得られず、結果として過

去に当局との契約実績がある同者のみが応札し落札

したものである。 

 

 

 早い時期から発注準備に着手していたものの、地

方事務所は職員数が少なく専門知識も十分ではない

ため本局の担当者との調整が必要であり、当該時期

での調達となったものである。 

 

 

 公告時に業務の想定工数を示しているほか、公表

されている労務単価を用いて積算していることか

ら、予定価格と応札額が近い金額になったのではな

いかと考えている。 

 

 

 本業務に係る経費のほとんどが人件費であり、公

表されている労務単価を用いて積算することから見

積もりは取得していない。 

 

 

 情報公開室という部屋の特殊性から、夏場にお

いても窓を開けて対応することが不適切と考えられ

る場合もあるほか、職員の事務打ち合わせスペース

としても有効活用しており、エアコン設置が必要と

考えている。 



意見・質問 回答 

【事案２】 

 

なぜ一者応札となったのか。 

 

 

 

 

 

もう少し調達の実施時期を早められなかっ

たのか、あるいは翌年度の調達とすることは

考えなかったのか。 

 

 

 

 

 

落札率が高いのではないか。 

 

 

 

 

 

予定価格が低すぎるということはないの

か。 

 

 

 

 応札業者の信用調査は行っているのか。 

 

 

 

 

 

契 約 件 名： 春光町２区１条住宅（507棟）

給湯器新設その他設計業務 

契約相手方： 株式会社アトリエアク 

（法人番号 4430001000860） 

契 約 金 額： 1,474,000円 

契約締結日： 令和７年１月28日 

担 当 部 局： 北海道財務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例年 1月から 3月は新年度工事に係る設計業務が

多く発注される時期であるほか、当局の発注業務は

他の公共・民間事業と比べると規模が小さく、競争

に劣後しているということも考えられる。 

 

 

 複数事案を優先度や予算の執行状況に応じて順次

調達しており、本事案については当該時期での調達

とせざるを得なかった。設計業務を翌年度調達とし

た場合、対象工事が冬季施工となり工事費が上昇す

る可能性があるため、年度開始後の早い時期に工事

着手できるよう設計業務を調達している。 

 

 

1 回目の入札が不落となり、続けて 2 回目の入札

を実施したところ、わずかに予定価格を下回る価格

で落札されたもの。そのため、落札率が高くなって

いる。 

 

 

近年の物価上昇も反映された公表済みの労務単価

を用いて積算しており、予定価格は市場価格を踏ま

えた適正なものであると考えている。 

 

 

事前審査を経て登録している競争参加資格を有す

る者であることを入札参加の要件としていることか

ら、入札時に再度の信用調査を行う必要はないと考

えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



意見・質問 回答 

【事案３】 

 

随意契約にあたり公募を行う必要はあるの

か。 

 

  

 毎年同社と契約しているのか。 

 

 国内で受注可能な業者はいくつあるのか 

 

 

 国内で他に不正薬物・爆発物探知装置を扱

っている会社はあるか。 

 

 

 機器本体の調達の際には競争入札を行って

いるのか。 

 

調達時の応札者数は。 

契 約 件 名： 不正薬物・爆発物探知装置の

定期保守点検請負 

契約相手方： 株式会社日立ハイテクソリュ

ーションズ 

（法人番号 3010401035434） 

契 約 金 額： 6,864,000円 

契約締結日： 令和７年１月27日 

担 当 部 局： 函館税関 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 本件機器は特殊なものであるため、契約相手方は

同社に限られるが、調達の透明性確保の観点から公

募を行っている。 

 

そのとおりである。 

 

公募の結果、同社しか応募がないため、同社しか

受注できないものと思われる。 

 

同等の機能を有する機器はあるが、税関で定める

仕様にあった機器は、現在のところ同社の製品のみ

である。 

 

そのとおりである。なお、調達は東京税関が行っ

ている。 

 

公表されている資料によると同社のみの１社応札

である。 

 

 

 



意見・質問 回答 

【事案４】 

 
１者応札となった理由は何か。また、過去

はどうだったか。 

 

 

 

 

予定価格は妥当なものか。 

 

 

 

 

 

 本件については、随意契約とすることはで

きないのか。 

 

 

 

 

１者応札が続いているようだが、現在の契

約業者に何か優位性があるのか。 

 

 

 

 

 

全税務署分を、まとめて発注すると、現契

約業者しか受注できないのかもしれないが、

エリア分けすることで、多数の業者が応札で

きるようになるのではないか。 

契 約 件 名： 令和６年分確定申告会場で

使用するパソコン等の設定

業務 

契約相手方： 大丸株式会社 

（法人番号 5430001009629） 

契 約 金 額： 6,710,000円 

契約締結日： 令和６年11月 20日 

担 当 部 局： 札幌国税局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和３年度までは複数者の応札があったが、令和

４年度以降については、１者応札となっている。 

 令和３年度まで入札に参加していた業者からは、

公表されている契約金額からすると、金額面での対

応が難しいため、応札していない旨を聴取している。 

 

 例年実施されている契約案件であり、パソコン台

数等の内容に変更がないため、基本的に各年によっ

て予定価格が大きく変動するものではないものと考

えている。積算に当たっては、参考見積書を取得し

ており、予定価格は妥当な水準だと考えている。 

 

 従前まで入札に参加していた業者については、他

局での請負実績もあり、本件の業務について、本件

の契約業者しか実施することができないという性質

のものではないことから、随意契約によることは難

しいと考えている。 

 

 本件においては、設定を行うパソコンが11月下旬

に配付され、その後、確定申告が始まる１月までの

期間内に、すべてのパソコン設定を行う必要がある。

このため、過去受注している業者については、スケ

ジュール感も含めたノウハウがあり、応札しやすい

という側面はあるかもしれない。 

 

 その点については、ご指摘のとおりだと考えるた

め、来年以降の仕様書作成に当たり、検討していき

たい。 

 


